
 

令和６年度 大阪府大阪市西部保健医療協議会 議事概要 
 

 

日   時 ： 令和７年１月 29日（水） 14時から 15時 35分 

開催場所 ： J:COM中央区民センター ホール 

出席委員 ： 委員総数 33名のうち 24名出席（定足数 17名であるため有効に成立） 

（中島委員、板東委員、内藤委員、出雲谷委員、樫原委員、奥田委員、安田委員、 

福原委員、平尾委員、中島委員、中井委員、常松委員、山野委員、鈴木委員、  

森山委員、上田委員、西田委員、辻委員、平居委員、吉井委員、後藤委員、多根委員、

中野下委員、半羽委員） 

 

 

■議題１ 令和６年度「地域医療構想」の取組と進捗状況 
   資料に基づき、大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課から説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜質問・意見等＞ 

意見・質問は、特になし。 

 

 

■議題２ 令和６年度大阪市二次医療圏における各病院の今後の方向性 
資料に基づき、大阪市健康局から説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

 

 

＜質問・意見等＞ 

【各病院の対応方針（病院プランにおける 2025 年に検討している病床機能等）】 

（１）  公立・公的病院 

        質問・意見は、特になし。 

 

（２） 民間病院等 

 質問・意見は、特になし。 

 

（３） その他 

（意見等） 

○北区の大阪市の土地に急性期の病院が移転する可能性があるという話があるが、状況を説明い 

ただき、必要な協議を行っていただきたい。 

【資料 1-1】 令和６年度「地域医療構想」の進捗と医療体制の状況（大阪府・大阪市二次医療圏） 

【資料 1-2】 「医師の働き方改革に関する法令施行後の実態調査」結果概要（大阪府・大阪市二次医療圏） 

【参考資料 1】 過剰な病床の状況 

【参考資料 2】 医療法上の過剰な病床の状況 

【参考資料 3】 地域医療構想に関する各種データのＨＰ公表について 

【参考資料 4】 病床機能の再編支援事業・重点支援区域について 

【参考資料（別紙）】令和 6 年度病床機能再編支援事業の実施について（申請病院一覧） 

【参考資料 5】 令和 5年度病床機能報告結果（有床診療所の報告状況） 

【参考資料 5（別紙）】令和 5年度病床機能報告結果（大阪市二次医療圏有床診療所の報告状況） 

【参考資料 6】 感染症法に基づく医療機関との協定締結について（大阪市西部基本保健医療圏 医療機関

別一覧） 

【資料 2-1】 令和 6年度病院プラン結果概要（大阪府・大阪市二次医療圏） 

【資料 2-2】 令和 6年度病院プラン結果概要（医療機関別）（大阪市西部基本保健医療圏） 

【資料 2-3】 令和 6年度病院プラン医療機関別一覧（大阪市西部基本保健医療圏） 

【資料 2-4】 非稼働病床の現況について（大阪市西部基本保健医療圏） 

【資料 2-5】 令和 6年度大阪府大阪市病院連絡会結果（概要） 

【資料 2-6】 令和 6年度大阪府大阪市医療・病床懇話会における主な意見（概要） 



 

 【病床機能再編支援事業申請医療機関】 

    質問・意見は、特になし。 

 

■議題３ 紹介受診重点医療機関の選定について 
資料に基づき、大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課・大阪市健康局から説明。説明後、

質疑応答の上、紹介受診重点医療機関（案）の選定にかかる協議方針、紹介受診重点医療機関

（案）の選定について協議。 

 

 

 

 

＜１ 質問・意見等＞ 

      質問・意見は、特になし。 

 

＜２ 協議結果＞ 

（１）令和６年度外来機能報告結果等に基づく紹介受診重点医療機関（案）の選定 

【協議方針】 

      ・協議方針について、事務局案のとおりとすることとなった。 

 

    【紹介受診重点医療機関（案）の選定】 

     ・独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院、公益財団法人日本生命済生会日本生命

病院、社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会泉尾病院、社会医療法人愛仁会千

船病院、独立行政法人地域医療機能推進機構大阪みなと中央病院、社会医療法人寿楽会

大野記念病院、多根総合病院、公益社団法人日本海員掖済会大阪掖済会病院について、

紹介受診重点医療機関（案）として選定することとなった。 

 

（２）紹介受診重点医療機関が再編等を予定している場合の協議 

  【方針・対応】 

    ・再編等を予定している場合の方針・対応について、事務局案のとおりとすることとなった。 

 

 

■議題４ 地域医療への協力に関する意向書等の提出状況 
資料に基づき、大阪市健康局から説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

 

 

 

＜質問・意見等＞ 

（質問） 

    ○開設母体が一般社団法人の医療機関が増加しているが、医療機関への監査はどのようにし

ているのか。 

 （大阪市の回答） 

    ○一般社団法人が医療機関を開設した場合も、医療法人の場合と同様、開設許可申請等があ

れば保健所が立入検査を行い、適切に指導を実施している。 

 

 

【資料３-１】紹介受診重点医療機関の選定について 

【資料３‐１（別添）】大阪市二次医療圏 令和６年度外来機能報告の結果について 

【資料３-２】大阪市二次医療圏令和６年度外来機能報告 医療機関別報告状況 

【資料 4-1】 地域医療への協力に関する意向書提出状況（大阪市二次医療圏 診療所新規・既存開設者） 

【資料 4-1（別添）】〈医療機関別回答一覧〉 地域医療への協力に関する意向書提出状況（大阪市西部基本保

健医療圏 診療所新規・既存開設者） 

【資料 4-2】 医療機器の共同利用に関する意向書提出状況（大阪市二次医療圏 医療機器新規購入・更新者） 

【資料 4-2（別添）】〈医療機関別回答一覧〉 医療機器の共同利用に関する意向書提出状況（大阪市西部基本

保健医療圏 医療機器新規購入・更新者） 

 



 

■議題５ 第 8次大阪府医療計画における取組状況の評価について 

資料に基づき、大阪市健康局から説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

 

＜１ 質問・意見等＞ 
【在宅医療】 

  （意見等） 

   ○積極的医療機関が他医療機関の患者の看取り等の診療を行った場合の費用負担の考え方を整理

していただきたい。 

 

 （質問） 

    ○積極的医療機関が連携の拠点との連携が困難となった場合は、どう対応すればよいか。 

  （大阪市の回答） 

    ○積極的医療機関は、連携の拠点と 24 時間体制を検討する必要がある。積極的医療機関への位置

づけについては、連携の拠点で確認の上、本市にご報告いただく流れとなっているため、連携の拠点

から次年度積極的医療機関一覧を本市に報告いただくことになる。 

  

＜２ 協議結果＞ 
  【積極的医療機関】 

   ・「在宅医療において積極的役割を担う医療機関一覧」について、異議なしとされた。 

 

 

■議題６ 地域医療連携推進法人の認定について 
   資料に基づき、大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課・一般社団法人なにわメディカル

ネットワークから説明。説明後、質疑応答。 

 

 

 

＜１ 質問・意見等＞ 

      質問・意見は、特になし。 

 

＜２ 協議結果＞ 
【地域医療連携推進法人の認定について】 

   ・地域医療連携推進法人の認定については、「申請法人は、保健医療協議会の求めに応じ、その活動

状況等を報告すること」を条件とし、異議なしとされた。 

 

【資料 5-1】 第 8次大阪府医療計画 PDCA進捗管理票（大阪市二次医療圏） 

【資料 5-2】 在宅医療において積極的役割を担う医療機関一覧（大阪市西部基本保健医療圏） 

【資料 5-3】 令和 6年度大阪府大阪市在宅医療懇話会における主な意見（概要） 

【資料６】 医療法第 70条の２の規定による地域医療連携推進法人の認定申請にかかる「医療連携推進方

針」に対する意見について 


